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作業追加等の 

経緯 

昭和 46年度 機械木工職種新設（機械木工作業） 

昭和 48年度 職種名変更 →木工機械調整職種へ 

作業名変更 →木工機械調整作業へ 

昭和 58年度 職種名変更 →木工機械整備職種へ 

作業追加（木工機械修理作業） 

平成 17年度 試験細目等の最終見直し 

  

試験実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 H15 H16 H17 H18 H19 H20 累計 

木工機械調整作

業 １級 

申請 - 14 - 9 1 7 3,637 

合格 - 8 - 5 1 5 1,511 

(率) (    - ) (57.1%) (    - ) (55.6%) (100.0%) (71.4%) (41.5%) 

２級 

申請 - 22 - 20 - 10 4,040 

合格 - 14 - 9 - 7 1,845 

(率) (    - ) (63.6%) (    - ) (45.0%) (    - ) (70.0%) (45.7%) 

直近 6 年間の

受検申請 

岐阜県、静岡県、香川県 

（実施公示のみ） 

群馬県、石川県、愛知県、岡山県 

 

木工機械修理作

業 １級 

申請 - 21 - 14 - 15 677 

合格 - 15 - 6 - 12 450 

(率) (    - ) (71.4%) (    - ) (42.9%) (    - ) (80.0%) (66.5%) 

２級 

申請 - 9 - 17 - 9 483 

合格 - 5 - 7 - 6 266 

(率) (    - ) (55.6%) (    - ) (41.2%) (    - ) (66.7%) (55.1%) 

直近 6 年間の

受検申請 

福島県、東京都、京都府 

（実施公示のみ） 

群馬県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、岡山県、香川県 

 

 

木工機械整備職種　受検申請者数の推移
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１ １級木工機械整備技能検定試験の試験科目及びその範囲並びにその細目

(1) 技能検定試験の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度

木工機械整備の職種における上級の技能者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度を基準と

する。

(2) 試験科目及びその範囲

表１の左欄のとおりである。

(3) 試験科目及びその範囲の細目

表１の右欄のとおりである。

表１

試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目

学 科 試 験

１ 木工機械一般

木工機械の種類、構造、機 １ 次に掲げる木工機械の種類、構造、機能及び使用方法について

能、使用方法及び保守点検 詳細な知識を有すること。

(1) 木工のこ盤 (2) かんな盤 (3) 木工フライス盤

(4) 木工せん孔盤 (5) ほぞ取り盤 (6) 木工旋盤

(7) サンダ (8) 木工プレス (9) 接合機械

(10) 木工工具研削盤

２ 次に掲げる木工機械の種類、構造、機能及び使用方法について

一般的な知識を有すること。

(1) 数値制御丸のこ盤

(2) 数値制御ボール盤

(3) 数値制御旋盤

(4) 数値制御複合盤

(5) 数値制御ルータ

３ 次に掲げる木工機械の装置の種類、構造及び機能について詳細

な知識を有すること。

(1) 主軸保持装置 (2) 動力伝導装置 (3) 速度変換装置

(4) 送り装置 (5) 切削工具保持装置 (6) 空気圧装置

(7) 油圧装置 (8) 電気的制御装置

４ 次に掲げる木工機械の保守点検について詳細な知識を有するこ

と。

(1) 機能点検 (2) 給油点検

木工機械用切削工具及び研 次に掲げる木工機械用切削工具及び研削工具の種類、規格及び使

削工具の種類、規格及び使 用方法について詳細な知識を有すること。

用方法 (1) 丸のこ (2) 帯のこ (3) かんな刃

(4) フライス (5) ドリル (6) ビット
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試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目

(7) 研磨布紙 (8) その他の切削工具及び研削工具

研削といしの種類及び用途 木工工具研削用といしに関し、次に掲げる事項について詳細な知

識を有すること。

(1) 研削材の種類及び性質

(2) といしの種類及び用途

(3) 切削工具の材質に応じたといしの選定

切削加工及び研削加工 １ 切削加工に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有する

こと。

(1) 切削のしくみ (2) 切削抵抗 (3) 切削工具の寿命

(4) 切削加工の精度

(5) 工作物の材質及び切削条件に応じた切削工具の選定

(6) 加工不良の原因

２ 研削加工に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有する

こと。

(1) 研削のしくみ (2) 研削の精度

(3) 工作物の材質及び研削条件に応じた研削工具の選定

(4) 加工不良の原因

木工機械及び木工機械用切 １ 次に掲げる材料の種類及び用途について一般的な知識を有する

削工具に使用する材料の種 こと。

類、性質及び用途 (1) 炭素鋼 (2) 特殊鋼 (3) 工具鋼

(4) 超硬合金 (5) 鋳鉄 (6) アルミニウム

(7) 軽合金及び銅合金 (8) 木材 (9) 合成樹脂

(10) ゴム (11) 布・革

(12) その他の非金属工具材料

２ 材料に関し、次に掲げる機械的性質及び物理的性質について一

般的な知識を有すること。

(1) 引張強さ (2) 硬さ (3) じん性

(4) 塑性 (5) 比重 (6) 耐摩耗性

潤滑方式 木工機械に用いる潤滑方式及び潤滑剤の種類、性質及び用途につ

いて詳細な知識を有すること。

ジグ及び取付け具の製作方 ジグ及び取付け具に関し、次に掲げる事項について一般的な知識

法及び使用方法 を有すること。

(1) ジグ及び取付け具の種類及び特徴

(2) 作業に応じたジグ及び取付け具の製作方法及び使用方法

関連設備の種類及び用途 次に掲げる木工作業関連設備の種類及び用途について概略の知識

を有すること。
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試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目

(1) 集じん設備 (2) 焼却設備 (3) 空気圧設備

(4) 搬送設備 (5) 人工乾燥設備

２ 電気

電気用語 次に掲げる電気用語について一般的な知識を有すること。

(1) 電流 (2) 電圧 (3) 電力 (4) 電気抵抗

(5) 周波数 (6) 力率 (7) レーザー

電気機械器具の使用方法 １ 電気機械器具の使用方法に関し、次に掲げる事項について一般

的な知識を有すること。

(1) 交流電動機の定格回転速度、極数及び周波数の関係

(2) 電動機の起動方法

(3) 電動機の回転方向の変換方法

(4) 電動機に生じやすい故障の種類

(5) 開閉器の取付け及び取扱い

(6) 回路遮断器の取扱い

(7) 電線類の種類及び用途

(8) 電線類の許容電流と電圧降下

(9) 電線類の接続部に生じやすい欠陥

２ インバータ、コンバータ及びシーケンサ等について一般的な知

識を有すること。

電気的制御装置の基本回路 電気的制御装置の基本回路について一般的な知識を有すること。

３ 製図

日本工業規格に定める図示 日本工業規格に定める図示法及び材料記号について一般的な知識

法及び材料記号 を有すること。

４ 関係法規

騒音規制法（昭和43年法律 木工機械及び関連設備によって発生する次の事項に関係する法令

第98号）関係法令、振動規 について一般的な知識を有すること。

制法（昭和51年法律第64 (1) 騒音 (2) 振動 (3) 粉じん (4) 大気汚染

号）関係法令及び大気汚染

防止法（昭和43年法律第97

号）関係法令のうち、木工

機械に関する部分

５ 安全衛生

安全衛生に関する詳細な知 １ 木工機械整備作業に伴う安全衛生に関し、次に掲げる事項につ

識 いて詳細な知識を有すること。

(1) 機械、器工具、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取

扱い方法
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試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目

(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び取扱い方法

(3) 作業開始時の点検

(4) 作業手順

(5) 木工機械整備作業に関して発生するおそれのある疾病の原因

及び予防

(6) 整理、整頓及び清潔の保持
とん

(7) 事故時等における応急措置及び退避

(8) その他木工機械整備作業に関する安全及び衛生のために必要

な事項

２ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）関係法令（木工機械整

備作業に関する部分に限る。）について詳細な知識を有すること。

６ 前各号に掲げる科目のほか、

次に掲げる科目のうち受検者が

選択するいずれか一の科目

イ 木工機械調整法

木材及び木質材料の種 木材及び木質材料（合板を含む。）の種類、規格、性質、用途及

類、規格、性質、用途及 び乾燥方法について一般的な知識を有すること。

び乾燥方法

木材及び木質材料の接合 木材及び木質材料（合板を含む。）の接合及び接着の方法に関

及び接着の方法 し、次に掲げる事項について一般的な知識を有すること。

(1) ほぞつぎ、きわつぎ、組つぎ、緊結等の接合の種類及び性能

(2) 接着剤による接着及び接合の方法

(3) 用途に応じた接合方法の選定

木工機械の試験及び検査 １ 日本工業規格に定める木工機械の機能試験及び運転試験に関

の方法 し、次に掲げる事項について概略の知識を有すること。

(1) 試験項目 (2) 試験方法

(3) 試験に使用する器工具の種類、規格及び使用方法

２ 日本工業規格に定める木工機械の精度検査及び工作精度検査に

関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有すること。

(1) 検査項目 (2) 検査方法

(3) 検査に使用する器工具の種類、規格及び使用方法

木工機械の調整方法 木工機械の調整方法に関し、次に掲げる事項について詳細な知識

を有すること。

(1) 木工機械の加工条件に応じた調整方法

(2) 木工機械の調整に使用する器工具の種類、規格及び使用方法

(3) 切削工具の手入れの方法
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試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目

ロ 木工機械修理法

電気用図記号及び電気回 日本工業規格で定める電気用図記号（シンボル）及び電気回路図

路図 （配線図）に関し、一般的な知識を有すること。

空気圧機器及び油圧機器 木工機械に使用される空気圧機器及び油圧機器の種類及び用途に

の種類及び用途 ついて、一般的な知識を有すること。

空気圧回路及び油圧回路 空気圧回路、油圧回路及び空気圧と電気の複合回路に生じやすい

故障と対策について一般的な知識を有すること。

木工機械の据付け方法 １ 木工機械の設置計画及び配置方法について概略の知識を有する

こと。

２ 木工機械の据付けに関し、次に掲げる事項について詳細な知識

を有すること。

(1) 基礎工事 (2) 据付け工事 (3) 水平度の出し方

木工機械の修理方法 木工機械の修理に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有

すること。

(1) 木工機械の機能に応じた修理方法

(2) 木工機械の修理に使用する器工具の種類及び使用方法

木工機械の試験及び検査 日本工業規格に定める木工機械の機能試験、運転試験、精度検査

の方法 及び工作精度検査に関し、次に掲げる事項について詳細な知識を有

すること。

(1) 試験及び検査の項目 (2) 試験及び検査の方法

(3) 試験及び検査に使用する器工具の種類、規格及び使用方法

木工機械の調整方法 木工機械の調整方法に関し、次に掲げる事項について詳細な知識

を有すること。

(1) 木工機械の加工条件に応じた調整方法

(2) 木工機械の調整に使用する器工具の種類、規格及び使用方法

(3) 切削工具の手入れの方法

実 技 試 験

次の各号に掲げる科目のうち、

受検者が選択するいずれか一の科

目

１ 木工機械調整作業

木工機械の調整及び検査 木工機械の調整及び日本工業規格で定める木工機械の試験及び検

査ができること。

ジグの製作及び調整 ジグの製作及び調整ができること。

木工機械用切削工具の研削 木工機械用切削工具の研削及び調整ができること。

及び調整
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試験科目及びその範囲 試験科目及びその範囲の細目

木工機械による木製品の部 木工機械による木製品の部材の試作ができること。

材の試作

作業指示書の作成 作業指示書の作成ができること。

作業時間及び工数の見積り 作業時間及び工数の見積りができること。

２ 木工機械修理作業

木工機械の修理及び検査 １ 木工機械の修理及び日本工業規格で定める木工機械の試験及び

検査ができること。

２ 電気機器、空気圧機器及び油圧機器の整備ができること。

３ 制御装置の組付け及び調整ができること。

４ 木工機械整備後の良否の判定ができること。

木工機械用切削工具の検査 木工機械用切削工具の検査及び取付けができること。

及び取付け

作業指示書の作成 作業指示書の作成ができること。

作業時間及び工数の見積り 作業時間及び工数の見積りができること。




